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令和８年度　事業場管理責任者研修会及び
電子保適・ＯＳＳ実務担当者研修会開催のお知らせ

―  指定整備事業場の皆様へ  ―

　平素より当振興会の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、自動車整備制度を取り巻く環境は大きく変化しており、特に処罰規定の改正に
より、事業場管理責任者の不適切な管理や職務怠慢等に対する行政処分が一層厳格化
されました。これまで以上に、事業場管理責任者が法令・基準を正しく理解し、適切
に業務を遂行することが求められています。
　さらに、令和10年1月から「紙」の保安基準適合証の取り扱いは原則“廃止”され、

「電子」の保安基準適合証のみの運用へ移行する方針が国土交通省より示されており、
事業場として新制度への確実な対応が不可欠です。
　つきましては、下記の通り「事業場管理責任者研修会及び電子保適・OSS実務担当
者研修会」を開催いたします。
　電子化の対応がまだ出来ていない事業場様はもちろん、運用変更や実務上の注意点
についても、管理責任者が正確に把握しておく必要がありますので、対応状況に関わ
らず、本研修は、すべての指定事業場の皆様にご受講いただくことを推奨いたします。
制度改正への対応・理解不足は事業場全体の信用や運営に影響を及ぼす可能性や行政
処分につながる恐れがあり、確実な理解と対応が求められるため、各事業場の管理責
任者・実務担当者の受講をお願い申し上げます。
　なお、本説明会は午前・午後の2回に分けて実施し、それぞれ対象者が異なりますの
で、ご確認のうえ、別紙の研修申込書にて、ご回答くださいますようお願い申し上げ
ます。

記

１．日時・場所　　　別紙をご確認ください

２．費　　　用　　　同日１事業場　５,０００円（複数名参加可能）

３．研修内容
　【午前】事業場管理責任者研修会　9：30～12：00
　　　内　容：指定整備事業場管理について
　　　対象者：事業場管理責任者など

　【午後】電子保適・継続検査OSS実務担当者研修会　13：30～16：00
　　　内　容：電子保適・OSSについて（申請不備事例、対応方法等）
　　　対象者：検査員・工員・事務員など

〈お問い合わせ先〉（一社）鹿児島県自動車整備振興会　担当：薗田・黑木・荒谷
TEL 099-261-8515（代表）


